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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示
（
選
）

○
東
京
都
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

規

程
（
交
）

○
東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
一

○
東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例
施
行
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
三
号

東
京
都
選
挙
執
行
規
程
（
平
成
十
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

告
示
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

別
記
第
六
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
、
「第

２６条
第
２

項

」
を
「第

２６条
第
３
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
中
「
そ
れ
ぞ
れ
」
の
下
に
「
お
お
む
ね
」

を
加
え
る
。

こ

別
記
第
三
十
九
号
様
式
中
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
一
号

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
三

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
五
の
部
次
亜
塩
素
酸
塩
類
の
項
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
二
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局

規
程
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一

五
の
部
次
亜
塩
素
酸
塩
類
の
項
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
三
号

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子
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東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例
施
行
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例
施
行
規
程
（
平
成
二
十
年

交
通
局
規
程
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一

五
の
部
次
亜
塩
素
酸
塩
類
の
項
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
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